
統計調査員申請書 

令和  年  月  日  

 

（ふりがな） 

氏  名 

 

（                  ） 

 

性 別 男 ・ 女 

生年月日 昭和 ・ 平成    年    月    日生まれ  （満     歳） 

住  所 
〒    － 

 

自 治 会 
 担当調査区割当ての参考にします。お住まいの地域の自治会名

を記入してください。（加入の有無は関係ありません。） 

電話番号 自 宅              携 帯 

メールアドレス 
                      ＠ 

（インターネット回答状況の報告等で利用予定です。お持ちでない場合は空欄で構いません） 

職  業 

□ 農林水産業従事者  □ 会社員  □ パート、アルバイト  □ 自営業 

□ 公務員（非常勤・臨時含む）  □ 団体職員  □ 学生  □ 主婦 

□ 無職  □ その他（               ） 

統計調査員

経験の有無 

無 ・ 有 統計調査名：             （    年） 

統計調査名：             （    年） 

運転免許の

有   無 
無 ・ 有 （ 自動車 ・ 二輪車 ・ 原付 ） 

申請要件 

（確認後、□にチェックをお願いします。） 

□ 以下の要件を満たしますので、申請します。 

・責任を持って事務を遂行できる方で、原則 20 歳以上の方 

 ※原則２０歳以上の方ですが、下記３つの要件を満たす場合は、18 歳以上（高校生は

不可）の方も申請可能です。 

・調査上知り得た秘密を守れる方 

・警察・選挙・税務に直接関係のない方 

・暴力団員その他の反社会的勢力と関係のない方 

そ の 他 

この申請書により取得した個人情報は、各府省が行う基幹統計調査及び地方

自治体が行う統計調査の調査員を選考・推薦する場合や各府省・地方自治体

が行う統計調査員表彰の推薦を行う場合にのみ利用します。 



 

 

 

個人情報の取扱いに関する同意書 

 
私は、岐阜県及び山県市が、私の個人情報を次の目的の範囲内で、収集・利用・提供することに

ついて同意します。 
なお、同意に当たっては、次の事項について説明を受け、承諾しました。 
 

１ 個人情報の収集・利用 
岐阜県及び山県市は、別添「岐阜県統計調査員等管理事務要綱」（以下「要綱」という。）第

１条に定められた次の目的の範囲内で、別表に示した項目の個人情報を収集し利用します。 
一 統計調査員の任免 
二 統計調査員候補者の推薦又は選定 
三 統計調査員確保対策事業 
四 統計功労者の栄典・表彰 

  
２ 個人情報の提供 

岐阜県又は山県市は、管理する個人情報について要綱第１条で定められた目的のために国から
その提出を求められた場合、求めに応じ必要と認められる範囲内で個人情報の提供を行います。 
 

３ 個人情報の管理方法 
（１）岐阜県及び山県市は、収集した個人情報を独立行政法人統計センターが所管する政府統計

共同利用システム（調査員管理システム）に登載して管理します。 
（２）個人情報の管理に当たっては、岐阜県個人情報保護条例及び山県市個人情報保護法施行条

例並びに要綱、その他別に定める規定により適正に管理します。 
 

 
 
 年   月   日    住所                   

 
 
                 氏名                 印 

（本人署名の場合は、押印不要です。） 
別表     

   区  分 項  目 

（１）基本情報 〇調査員ＩＤ  

 〇調査員種別 

 〇氏名（漢字） 

 〇氏名（フリガナ） 

 〇性別 

 〇生年月日 

 〇郵便番号 

 〇住所 

 〇電話番号又は携帯電話番号 

 〇登録年月日 

 〇登録地域 

 〇職業 

〇備考  

 〇登録番号 

〇常任番号 

〇休止年月日 

〇休止理由 

・ファクシミリ番号 

・メールアドレス 

・通知方法 

・現職の有無 

・同行者情報 

・調査交通手段 

・振込口座名称 

・振込口座種類 

・振込口座名義 

・顔写真画像 

（２）調査従事実績情報 〇統計調査名称 

〇調査員／指導員区分 

〇任命日 

〇解任日 

（３）受賞実績情報 〇功労名 〇受賞年月日 

（４）公職歴情報 ・公職名 

・役職名 

・在職期間 

・年月数 

（５）研修実績情報 ・研修名 ・研修年月日 

（６）報酬実績情報 ・報酬名 

・報酬内容 

・報酬金額 

・支払い年月日 

※ 表内〇の項目は、県内全市町村で管理しています。その他の項目については、市町村ごとに管理 

体制が異なります。 


